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別紙 

一般会計決算審査特別委員会における審査の経過と結果について 

（審査日：平成２９年１０月２日～４日） 

 

１． 平成２８年度決算の概要 

 歳 入 決 算 額 

 歳 出 決 算 額    

歳入歳出差引残額 

翌年度へ繰り越すべき財源        

実 質 収 支 額      

５２０億７６０５万２４９２円 

５１６億７４６３万 ９６０円 

４億 １４２万１５３２円 

８９４１万５１８９円 

３憶１２００万６３４３円 

 

２．質疑の概要 

⑴ 第１表 歳入 

第１款 市税 

第１項 市民税 

 第１目 個人 

  問 滞納繰越分の収入済額１億１７４５万７２９０円について、予算額より大幅に増

額となっているが、その要因について伺いたい。 

  答 当年度は大きな収入があり例年に比べ滞納解消が進んだほか、さまざまな取り組

みにより、滞納繰越分の収入未済額については年々減少傾向であることが影響し

て、収納率向上につながったものである。 

  

  問 不納欠損額１５７７万２６９４円については、前年度と比較して４３．５％の増

となっているが、その要因について伺いたい。 

  答 破産、失職により納付ができない状況に陥った場合は納付を猶予することがで

き、これが３年を経過すると徴収権が消滅するため、これに該当する分が今回不納

欠損額として計上されている。この金額は年度によって異なることから、結果とし

て、２８年度は前年度より大きくなっているという状況である。 

 

 第２目 法人 

  問 法人の収入済額８億４８７万２５４円については、当初予算より減額となってい

るが、その要因は。 

  答 現年度分のみを比較すると、前年度比で９８７２万４０００円の減額となってい

る。平成２６年の税制改正で１０月から法人税割の税率が引き下げられたが、改正
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前の試算額約９８００万円とほぼ同額であるので、税制改正の影響であると考えて

いる。 

 

 

第２款 地方譲与税  

第４項 航空機燃料譲与税 

  問 ４億３０７４万１０００円の収納額であるが、前年度より５％の減額となってお

り、譲与額は逓減傾向にある。決算状況から想定できる、今後の見通しについて伺

いたい。 

  答 平成２７、２８年度と譲与割合が変更となっており、本決算では、空港関係市町

村交付として、４／９であった着陸料の収入額分、５／９であった航空機騒音が特

に著しい地区分が、それぞれ１／２となったことが影響しているものと考えてい

る。今後については、譲与税の性格上、国の譲与基準に補正がかかる可能性や他市

町における対象世帯数の動向にも影響を受けるため、予測は難しい。 

 

 

第３款 利子割交付金 

  質疑なし 

 

 

第４款 配当割交付金 

  質疑なし 

 

 

第５款 株式等譲渡所得割交付金 

第１項 株式等譲渡所得割交付金 

  問 収納額８６３１万６０００円については、前年度比５５．２％の減額となってい

るが、要因を伺いたい。 

  答 当年度は２７年度と比べると株式市場が低迷していたことから、その影響を受け

たのではないかと考えている。 

 

 

第６款 地方消費税交付金 ～ 第８款 自動車取得税交付金 

  質疑なし 
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第９款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

第１項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

  問 相変わらず固定資産税・都市計画税の課税額に満たない状況が続いているが、国

からの割り振りについて、川西市において特徴的な措置がなされているなど、他市

と比較した交付状況を伺いたい。 

  答 割り振りについては資産評価額により配分されるため、川西市に対して何らかの

要素を加味して配分されているわけではない。今回の交付額は０．５％減少してい

るが、資産評価額自体も同じ減少率であることから、資産評価額がそのまま交付金

の減につながったと考えている。 

 

 

第１０款 地方特例交付金 

  質疑なし 

 

 

第１１款 地方交付税 

第１項 地方交付税 

  問 議案質疑資料によると、国庫負担金のうち、例えば生活保護扶助費負担金では、

昭和５９年度は８／１０の補助率であったものが、当年度では３／４の補助率とな

っており、このように負担割合の変更に伴う減収分については、地方交付税により

措置されるとの認識でよいか。 

  答 基本的に国庫負担分が減となったことに伴い市の負担が増となる場合は、これが

基準財政需要額に反映され、基準財政収入額に増減がなければ、収支でマイナスが

大きくなるので交付額は増えることになる。ただ、市全体ではいろんな要素がある

ため、必ずしもある費目で市の負担が増えたから普通交付税が増額になるというこ

とではない。 

 

 

第１２款 交通安全対策特別交付金 

  質疑なし 
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第１３款 分担金及び負担金 

第２項 負担金 

 第２目 民生費負担金 

  問 保育料について、市は滞納対策として所得階層を増やす工夫をしているが、どの

所得階層から滞納が増えるかというような分析はしているか。 

  答 所得階層による滞納状況については調べていない。 

 

 

第１４款 使用料及び手数料 

第１項 使用料 

 第１目 総務使用料 

  問 アステ市民プラザ使用料として１７７７万３１８０円を収納しているが、貸室の

利用率のほか、増収の方策について伺いたい。 

  答 貸室のうちアステホールの利用率は９０．３％であるが、９時から２２時の開館

中における空き時間をいかに埋めるかが今後の課題である。 

 

  問 議案質疑により実稼働率の算出を求めたところ、アステホールは７０．４％であ

るとのことだが、事業成果の指標に係る考え方と今後の取り扱いについて伺いた

い。 

  答 成果報告書に記載している利用率９０．３％は、１日１回利用があれば１とカウ

ントしているが、実稼働率については、１時間につき１コマとして計算しているも

のであり、７０．４％であれば開館している１３時間のうち約９時間使用している

ということになる。今後は、施設の利用状況を適切に判断するための指標の表記に

ついては検討していきたい。 

 

 第７目 土木使用料 

  問 行政財産使用料の不納欠損額９万６０００円について、支払いが滞った事情のほ

か、滞納対策について伺いたい。 

  答 市営住宅の駐車場を行政財産として貸している分の滞納であり、時効が成立し、

本人が行方不明、死亡などで確認できないものについて不納欠損処理をしている。

また、住宅使用料とともに、滞納が１、２カ月分の早い段階で声をかけ、滞納防止

に努めている。 
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第２項 手数料 

 第３目 衛生手数料 

  問 大型ごみ処理手数料については、３００円処理券を２万７８２４枚販売し、収納

額は８３４万７２００円となっているが、３００円・６００円・９００円の区分ご

との内訳について件数を伺いたい。 

  答 販売ではなく使用された処理券でいうと、３００円は１万２２９５件、６００円

は３９４１件、９００円は３４３件である。 

 

 

第１５款 国庫支出金 

第１項 国庫負担金 

  問 国の負担という視点では、社会保障費の負担割合等が引き下げられる傾向にある

中で、これが地方交付税や臨時財政対策債で措置されるといった流れがある。これ

らを総合的に見ると、２８年度の国費は若干の増になっていると捉えて良いのか。 

  答 国から受け入れる財源ということでは、地方交付税が前年度と比較すると増額と

なっている。基本的には、国庫負担の動向によって市の負担が影響を受ける場合に

は、これが基準財政需要額に反映されることとなるが、２８年度においては、臨時

財政対策債の発行可能額が減となったこともあり、交付税額が若干増えたものと考

えている。 

 

 

第１６款 県支出金 

第２項 県補助金 

 第１１目 地方創生交付金 

  問 結婚新生活支援事業費補助金として３４３万１２５０円が計上されているが、そ

の算定根拠について伺いたい。 

  答 国から県を通じて交付されるもので補助率は３／４であり、事業の支出額４５７

万５０００円に対して補助を受けたものである。 

 

第３項 委託金 

 第１目 総務費委託金 

  問 個人県民税徴収委託金として２億３２２７万９３３７円を収納しているが、算定

の考え方のほか、徴収コストとの比較について伺いたい。 

  答 当該委託金は、県民税の賦課徴収に関する事務を行うための費用を県が保障する
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もので、納税義務者数に３０００円を乗じて徴収取扱費を算定しているが、徴収コ

ストとの比較については分析できていない。県内他市町とも統一された金額であ

り、今後、県にも算出に係る考え方を確認してみたい。 

 

 

第１７款 財産収入 

第１項 財産運用収入 

 第１目 財産貸付収入 

  問 土地建物貸付収入について、議案質疑資料によると、例えば同じ保育所でも賃料

について無償と有償があるが、取り扱いの違いが過去から是正されない理由につい

て伺いたい。 

  答 幼稚園や保育所については、人口急増時代に市が誘致した歴史的経緯があるた

め、実態として無償・有償に分かれている。 

  答 こうした歴史的経緯は、必要性や緊急性に鑑み、何とか民間事業者に進出願いた

いとの思いから生じたものであるが、未来に向かっては、市全体の子ども政策、福

祉政策としてどういった取り扱いが望ましいのか見直す必要があると考えており、

今後、検討したい。 

 

 

第１８款 寄附金 

第 1 項 寄附金 

 第１目 一般寄附金 

  問 一般寄附金７０００万円及びふるさとづくり寄附金１億３５４７万９１００円

について、それぞれ金額の詳細について伺いたい。 

  答 一般寄附金は、本年２月に東多田地内の山林の寄付とともに、維持経費として 

７０００万円を民間事業者からいただいたものである。 

  答 ふるさとづくり寄附金は、当年度については３１４３件で、そのうち市内が  

１２２件、市外が３０２１件であった。記念品の工夫としては、アサヒ飲料株式会

社と協力し、三ツ矢サイダーの川西アソートセットを記念品に加え、現在非常に人

気の高い記念品となっている。 

 

 

第１９款 繰入金 

  質疑なし 
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第２０款 繰越金 

  質疑なし 

 

 

第２１款 諸収入 

第３項 貸付金元利収入 

 第１目 貸付金元利収入 

  問 株式会社パルティ川西貸付金償還金については、議案質疑資料によると、株式会

社パルティ川西に対して７億８８００万円、３億９５００万円、３６４０万円と３

項目の貸し付けがあるが、貸付開始時期及び貸付利率の詳細に加えて、市の将来負

担比率への影響について伺いたい。 

  答 いずれも貸付開始年度は２１年度からである。７億８８００万円の貸し付けにつ

いては全国銀行協会の「ＴＩＢＯＲ」レートをベースとした変動利率であり、２８

年度は０．１８３６４％となっているが、その他については無利子である。なお、

これらの貸し付けについては、将来負担比率に影響するものではない。 

 

第６項 雑入 

 第６目 他団体負担金及び助成金 

  問 猪名川町の児童・生徒が川西養護学校へ通学するために、猪名川町側からの負担

金として児童等就学負担金１４３１万１０００円を収納しているが、算定方法を伺

いたい。 

  答 予算額と比べると６４万円の減額となっている。計算の内訳としては、まず、川

西養護学校の経常経費を生徒数で割り、１人当たりの経常経費の金額を算定する。

これに対して猪名川町側の生徒数を乗じることで、経費を見積もっている。加えて、

介護タクシーも利用されているので、その費用も負担してもらっている。 

 

 

第２２款 市債 

  質疑なし 
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⑵  同  歳出 

 

第１款 議会費 

  質疑なし 

 

 

第２款 総務費 

第１項 総務管理費 

 第１目 一般管理費 

  問 病気療養や育児休業といった職員の就業実態により、職員定数管理計画を上回る

職員数となっている。人口が減少していく中で、財政事情等に鑑みると現状の見直

しが必要と考えるが、２８年度決算を踏まえての見解を伺いたい。 

  答 現体制の中でさまざまな理由で休職等があり、これを補填するため定数を増加し

てきた。後期基本計画策定に際して、行財政改革審議会からは、組織見直しととも

に定数の検討が必要という内容の答申をいただいており、それらを踏まえた上で一

定の成果が出せる体制を整えるとともに、職員の労務管理のあり方については人事

担当と調整し、工夫したい。 

 

 第２目 企画費 

  問 当年度は１３のコミュニティ組織において地域分権制度が適用となり、議案質疑

資料で地域分権一括交付金の使途目的を見ると、幅広く活動されているようだが、

市としてどのような総括をしているか。 

  答 それまで補助金による活動で培った地域の親睦やつながりを大切にしながら、新

たにチャレンジ事業加算金等を活用し、地域課題解決のための事業に取り組む地域

がたくさん出てきた。今後も参画協働室と地域担当職員、地域づくりアドバイザー

で、地域住民の声を聞きながら課題解決に向けて取り組んでいきたい。 

 

  問 決算成果報告書に結婚新生活支援助成制度の実績が示されており、当初予算での

想定件数には達していないようであるが、その要因や反省点について伺いたい。 

  答 １２０件の想定に対し、実績は２７件であった。想定件数はアンケート調査によ

り算出したものであるが、件数が伸び悩んだ要因は、所得制限に係る条件として夫

婦の所得を合算して３００万円を基準として助成対象としたため、該当者が少なか

ったものと推測している。 
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 第３目 情報化推進費 

  問 マイナンバー制度に関して、当初は住民の税情報や福祉関連情報とは切り離して

運用するとのことであったが、情報管理にかかわる権限などを含めて、セキュリ 

ティ面に係るシステム上の問題発生など、制度導入後の状況を伺いたい。 

  答 基本的に、ネットワークの中のセグメントを分割しているので、サーバーにアク

セスできる権限は全て制限をかけている状況である。さらに、二要素認証を導入し

ており、ＩＣカードによる認証も必須となるため、付与された権限に基づいて、必

要性が認められた者のみがアクセスできる仕組みとなっていることから、第三者の

システム侵入は不可能であり、情報管理上の問題は発生していない。 

 

 第４目 広報費 

  問 市のホームページは、自動翻訳サービスにより英語や中国語といった外国語に対

応しているが、広報誌は外国語版を作成しているか。 

  答 広報誌に関しては作成しておらず、現在のところ対応は検討していない。 

 

 第６目 財産管理費 

  問 市は、行財政改革等の方針に基づき市有地の売却を積極的に進めているが、周辺

住民にとっては生活に関わる問題であるにもかかわらず、間際にならなければ売却

の事実を知ることができない実態がある。市の方向性に対する理解を促進するため

にも、より広報活動等に注力すべきと考えるが、どうか。 

答 土地の売却は未利用地と旧慣財産の売却があるが、いずれも周辺の地域住民への

周知については、地元の自治会やコミュニティを通じて調整を図っていきたい。 

 

 第７目 公共施設マネジメント費 

  問 キセラ川西プラザＰＦＩ事業のモニタリング支援として４６７万６４００円を

支出し業務委託しているが、当該ＰＦＩ事業に限らず、職員がモニタリングできな

いのか。また、業務委託によるモニタリング結果を職員が確認することができるの

か、伺いたい。 

  答 職員ができる部分とできない部分があり、実施設計に関する協議への技術的支援

や、工事に対して市が実施したモニタリング結果の確認といったことを委託業者が

担っている。 

  答 ＰＦＩ事業は性能発注であるため想定外の事象があり得るが、当該業務委託は、

これらへのＰＦＩ事業者の対応が、事業契約に適合しているか否かについてモニタ

リングする際に支援を求めるものである。当然、職員も委託業者と一体でモニタリ
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ングしているため確認は行き届いており、同時に職員のレベルアップにもつながっ

ている。 

 

 第８目 人事管理費 

  問 議案質疑資料によると、職員健康診断の受診率が年々向上している。市の積極的

な取り組みと、職員課への保健師配置が功を奏したと思われるが、市はどう評価し

ているか。 

  答 個々の未受診者への電話勧奨や健診後のフォローに保健師が関わっていること

が受診率向上に大きく影響している。２９年度は受診者情報リストを作成し、所属

長による受診管理が可能となっており、今後も受診率１００％を目標に取り組みを

進めたい。 

 

  問 最長で３１年間同じ部署に配属されている職員をはじめ、１０年以上異動がない

職員がいる現状について、組織の健全運営やリスク分散の観点から市の見解を伺い

たい。 

  答 基本的に長期在職は好ましくないと考えるが、育児休暇の複数回取得により断続

的に年数が経過している職員や、専門職の職員がいることから、現在の状況となっ

ている。 

  答 長期在職を解消するため、毎年改善には取り組んでいる。また、リスク分散は重

要な観点であると認識しており、この点についても今後考慮していきたい。 

 

 第１０目 市民参画費 

  問 市長への提案や陳情・要望が市民から寄せられた場合の回答状況を伺いたい。 

  答 基本的には全ての意見や提案に対し回答するが、匿名であったり、住所など回答

先の記入がない場合には、各所属にも供覧し、情報共有を図っている。 

 

 第１１目 生活安全費 

  問 ２９年度に小学校通学路へ各校１０台の防犯カメラを設置するため、当年度は設

置場所を決定したと思うが、経過を伺いたい。 

  答 防犯カメラの設置目的は、通学路における子どもの安全の確保、犯罪の未然防止

であるため、川西警察署から危険性が高い箇所等について案を示してもらったが、

各地域でより実態に沿った検討を行ってもらい、コミュニティ組織を通じて要望を

集約した上で、市が設置場所を決定した。 

 



- 11 - 

 

 第１２目 スポーツ振興費 

  問 川西一庫ダム周遊マラソン大会補助金として１６９万７０００円を支出してい

る点について、当年度からｔｏｔｏの助成金（スポーツ振興くじ助成金）を活用し

ているが、どのような充実が図られたのか伺いたい。 

  答 補助金の４／５である１３４万６０００円を助成金としていただき、特定財源と

して収納しているが、マラソン大会の収入自体が増加したということではないた

め、助成金による変化はない。 

 

 第１３目 アステ市民プラザ運営費 

  問 アステ市民プラザ運営費人件費として３１８３万９３８円を計上しているが、運

営を業務委託するか、再任用職員や臨時職員で運営するといった工夫はできない

か。 

  答 業務は９時から２２時まで年末年始を除いて連日開館し、証明書の発行や貸室の

運営等の業務を行っており、発行した証明書の確認や金銭の取り扱い等があるた

め、現場としては正規職員が必要と考えている。 

 

第２項 徴税費 

 第２目 賦課徴収費 

  問 議案質疑資料によると、当年度の生産緑地の減少面積は約６０００㎡だが、農地

転用面積は１万６３３２㎡であり、面積が大幅に異なっている。この点について、

説明願いたい。 

  答 生産緑地面積は全て生産緑地指定を受けているものだが、農地は全てが生産緑地

指定を受けているわけではなく、農地として農業台帳に登録している人から転用申

請があった面積を記載しているため、差異が生じている。 

 

第３項 戸籍住民基本台帳費 

 第１目 戸籍住民基本台帳費 

  問 近年は、コンビニエンスストアで納税できるだけでなく、住民票の写し等の証明

書取得も可能となっており、利用件数は増えていると思われるが、当年度において

トラブルが生じてないか伺いたい。 

  答 コンビニ交付で特にトラブルはなかった。 

 

第４項 選挙費 

 第２目 選挙啓発費 
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  問 決算成果報告書によると、市内３校の県立高校で選挙について出前授業を開催し

たということだが、内容について伺いたい。 

  答 いわゆる主権者教育の一環として開催したものであり、選挙について説明した

後、時間があれば投開票の体験をしていただいた。これらを通じて、選挙の大切さ

や、自分の未来を託す候補者を選ぶ意義等を学んでいただいた。 

 

 

第３款 民生費 

第１項 社会福祉費 

第１目 社会福祉推進費 

 問 社会福祉施設における苦情処理の取り組みについて議案質疑を行ったところ、市

立の指定管理者施設は社会福祉協議会分しか回答がなかったが、その理由について

伺いたい。 

 答 社会福祉施設について特に明確な定義はないが、一般的には社会福祉法をはじめ

とする福祉関係法に根拠を持つ施設とされており、これを指定管理者として運営し

ているのが社会福祉協議会のみであるためである。 

 

第２目 人権推進費 

 問 子どもオンブズくらぶ相談室の建物借上料として１７３万５２７２円が執行さ

れているが、これは共益費などの管理費も含むのか。このほか、賃料の妥当性につ

いて見解を伺いたい。 

 答 管理費は別途、その他負担金として６０万５８２０円を支出している。賃料につ

いては、適正なものと考えている。 

 

第３目 総合センター費 

 問 当初予算では修繕料として３４０万１０００円が計上されていたところ、決算額

は１２０万２８９３円であるが、減額の要因について伺いたい。また、この修繕は

耐震化対策を含む改修工事とは別のものか。 

 答 雨漏り対策として修繕料を予算計上していたが、実際には大きな費用をかけるこ

となく施工できたため減額となっている。耐震化対策等については、別途検討を進

めている。 

 

第４目 障害者福祉推進費 

 問 本市における社会福祉施設の管理運営や事業の推進の多くは社会福祉協議会が
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担っている実態があるが、現場では市職員と社協職員で意見が異なる例が散見され

る。意思の疎通や連携についてどのように取り組んでいるのか、伺いたい。 

 答 社協では、平成２７年度に県市合同監査を受けて改善計画を推進中であることか

ら、その報告を受ける際に必要に応じて市の考えを伝達しているほか、個々の事業

運営では、折に触れて担当者同士で打ち合わせを行い、市との意思疎通や連携に努

めている。 

 

問 社協については、民間事業者の参入により受け皿ができた事業はスクラップアン

ドビルドするなど、構造改革しなければ適正な事業推進は難しいと考えるが、市の

見解を伺いたい。 

答 社協は、設立以来相当の年数が経過しており、これまで組織面や事業運営面でさ

まざまな課題が明らかになってきていることから、現在、市から職員を派遣して、

事務事業の適正化や組織体制の強化を支援している。今後は、福祉施策をトータル

で捉えた中で、社会福祉協議会が担うべき役割と事業のあり方について引き続き検

討していきたい。 

 

第５目 福祉医療費 

 問 乳幼児等医療扶助事業については、所得制限があり、全員が対象ではないが、  

２８年度中の対象者数や割合について伺いたい。 

 答 小学３年生までの子どもを対象とする乳幼児医療は平均１万４５１人で８２％、

小学４年生から中学３年生までを対象とするこども医療は平均６１８２人で６９

％である。 

 

第２項 老人福祉費 

 第１目 老人福祉推進費 

  問 ２８年度は、高齢者おでかけ促進事業における１人当たりの支給額が１０００円

減額され２０００円となったが、総括について伺いたい。 

  答 ３万１８１０人に対して４９４４万６２００円を執行しており、利用率は   

７８．３％だったが、これは、前年度より０．１ポイント減少している。 

 

  問 老人福祉センターについては、利用者減少を背景に「事業のあり方を検討する」

と成果報告書に明記しているが、検討の方向性を伺いたい。 

  答 老人福祉センターは、これまで娯楽や健康づくりの目的で利用されてきたが、今

後、地域包括ケアシステムの構築を進めていく上では、高齢者の居場所や交流の場
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となることも求められる。同センターでの入浴サービスやふれあい入浴にもそうい

う側面があることから、併せて検証しながら今後の検討課題としたい。 

 

第３項 児童福祉費 

 第１目 児童福祉推進費 

  問 ２８年度は子ども・子育て計画に沿って緑台地区に認定こども園が整備された

が、市として認定こども園を選択した経過と、財政的なメリットについて総括を伺

いたい。 

  答 幼保一体化は、国の子ども・子育て支援新制度という大きな流れに基づき、幼稚

園・保育所における本市特有の課題を解決していくため推進するものである。整備

費用については、国の定める待機児童解消加速化プランの取り組みであるので、法

人に対する負担割合が軽減され、市の財政に与える影響を最小限にする効果が得ら

れた。 

 

  問 久代児童センター指定管理料１６０９万２１７１円について、同センター利用者

数は前年度比２０８７人減の１万３８５４人と大きく減少している。その要因につ

いて、市民ニーズとの整合といった観点から事業内容を検証しているか、伺いたい。 

  答 ２８年度は土曜日に父親参加型の事業を行うなど、利用者の声を聞きながら事業

を実施しているものの減少が顕著となっており、少子化や習い事等による利用形態

の多様化が主な要因と考えている。しかし、人数には表れないものの子育て相談な

ど個々にきめ細かな対応も行っており、一定の成果はあると考えている。 

 

  問 社協に委託しているファミリーサポート運営事業については、タイムリーに利用

できない状況があると仄聞しており、市が協力会員の登録を促進する等、何らかの

取り組みが必要であると考えるが、いかがか。 

  答 本制度は、行政ではカバーしきれない細かなニーズを地域住民のボランティア精

神に基づく支援で補完するものであり、互いを信頼する意識が必要であるほか、あ

くまで空き時間のみの協力であり即時対応が難しいが、利用者から将来協力会員と

して恩返ししたいという思いを聞くこともあり、今後は制度のＰＲについて工夫し

ていきたい。 

 

 第２目 青少年支援費 

  問 青少年支援事業は、必要な事業であり広範な取り組みを行っていることは承知し

ているが、事業費が６３０万２２７７円に対し、職員人件費が１７５４万２０００
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円で職員２名配置となっており、コスト的に適正といえるのか、考えを伺いたい。 

  答 各地区での青少年育成に対する支援や計画改定に関する取り組みなどを行って

おり、適正な人員数であると考えている。 

 

 第３目 保育所費 

  問 病後児保育は当年度で３年目となり、市外在住の乳幼児の預かりも開始したが、

保育料等について市内在住者との差異はあるのか、伺いたい。 

  答 市外在住の乳幼児は１０月１日から開始しており、定員枠３人に対し、前日まで

に市内在住者の予約がなければ受け入れている。保育料については、市内が    

２０００円に対して市外は４０００円で、減免制度は適用されない。 

 

  問 保育所や認定こども園でも苦情処理のための第三者委員を設置しなければなら

ないが、こうした苦情受付の制度は周知徹底できているのか。また、第三者委員が

取り扱った案件はあるのか、伺いたい。 

  答 一部の小規模保育事業所を除いて公立・私立ともに設置を完了し、未設置の事業

所に対しては指導を続けているほか、制度の周知については入園案内への記載や施

設内での掲示により行っている。また、２８年度中に第三者委員が取り扱った事案

はない。 

 

  問 民間認可保育所の運営や延長保育等の業務委託料として１１億１７１万２４０

円が執行されているが、契約の形式的には随意契約以外選択肢はない。そこで、委

託料積算の考え方や、その公開状況のほか、本市独自の加算はあるのか伺いたい。 

  答 契約に基づき委託料として支払っているが、事業者が認可を受けると市側に一定

の支払い義務が生じるため、位置付けとしては扶助費に近い。金額は運営費相当分

として国が示す公定価格を基準に算定しており、一定の目的に対しては市から補助

金を交付している。公定価格については国が公表しているため参照が可能であるほ

か、補助金は市の公表制度に則り市政情報コーナー等で概要を公開している。 

 

第４項 生活保護費 

 第１目 生活保護費 

  問 生活保護担当のケースワーカー（以下、ＣＷ）は１４人とのことであるが、２８

年度の１人当たり受け持ち世帯数のほか、国基準と比較して過不足はないか伺いた

い。 

  答 年度末の被保護世帯数は１３８９世帯で、ＣＷ１人当たり９９世帯であるので、
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概ね８０世帯とする国基準に照らし合せると３人不足している。厳しい状況ではあ

るが、地区担当割りを工夫するなどして担当職員全員が連携・協力し、最善を尽く

している。 

 

  問 生活困窮者自立支援制度のうち、必須事業である自立相談支援事業については、

国の想定する年間４２０件を上回る４８７件の相談を受け付けている。また、任意

事業の学習支援事業については、必要な事業を検討するため教育委員会事務局と７

回調整会議を行ったとのことであるが、それぞれ詳細を伺いたい。 

  答 自立相談支援事業は３名の嘱託職員（主任相談支援員、相談支援員、就労支援員）

を中心に推進しており、月に約４０件の新規相談を受け付け、中には時間を要する

案件もあるが、チーム一丸で取り組むことにより大きな問題は生じていない。市教

委との会議は、２９年度の子どもの貧困に関する実態調査に向けて調査項目や他市

の実施状況等について話し合ったものであり、具体的な事業の検討はこれからであ

る。 

 

第５項 災害救助費 

  質疑なし 

 

 

第４款 衛生費 

第１項 保健衛生費 

 第７目 病院費 

  問 国が示す繰出基準の金額が、市立川西病院の場合８億７４３２万７０００円とな

っているが、算定根拠があって基準額が算出されるという認識で良いか。 

  答 公立病院の場合、救急医療や小児・周産期医療等の不採算部門に係る経費を市が

負担することにより、経営の健全化等を図るよう国から操出基準が示されている。

市立川西病院の基準額は決算成果報告書に記載のとおりであるが、これは固定的な

基準額や算出式があるわけでなく、不採算部分における経費がいくらかかるのかを

算定するので、対象となる病院ごとに金額は異なることになる。 

 

第２項 環境衛生費 

 第１目 環境衛生総務費 

  問 市で蜂の巣の駆除を当年度は２５３件行っているが、本来の業務ではなく危険で

あることから、引き受けること自体を縮小すべきではないか。 
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  答 原則として個人の責任で駆除すべきものであるが、通学路付近宅や高齢者宅等

は、個人での駆除を待っていると近隣に危険が及ぶことがあるため、可能な範囲で

対応している。今後は、巣が小さいうちに個人で駆除するよう啓発活動を拡大しつ

つ、市での駆除は縮小したい。 

  答 過去からの経緯もあるので一気に減らすことは困難だが、徐々に減らしていきた

い。 

 

第３項 清掃費 

 第１目 清掃総務費 

  問 清掃事務所を移転すべく、旧北部処理センター改修に係る実施設計の業務委託料

として３０４５万６０００円を執行しているが、ダイオキシン調査は完了している

のか、検査結果と合わせて教えてほしい。 

  答 ２８年度は井戸を掘り、その水及び井戸の底いずれにもダイオキシンは検出され

なかったことを確認している。２９年度は焼却炉の調査分析を行っている。 

 

 第２目 ごみ処理費 

  問 当年度はシステムリース料等２５２万７２０円によりデジタルタコグラフを導

入しているが、その効果について伺いたい。 

  答 速度超過や急加速・急制動・急旋回といった運転の記録から運転特性を点数化し、

優良者を掲示することで安全運転意識の向上を図るほか、この記録を年１回自動車

教習所で行う再教育の資料としても活用している。以上により事故件数は前年度９

件から当年度は７件と減少している上、大きな事故がなかったことからも導入の効

果は大きいと考えている。 

 

  問 ２８年度は大型ごみ収集が有料化され、これに伴い予約受付要員として臨時職員

３名を採用しているが、勤務体制や業務内容を伺いたい。 

  答 勤務時間は他の職員と同様の午前８時２０分から午後４時５０分までで、週５日

勤務が１名、週３日勤務が２名である。週初めは予約が多いため終日対応を行って

いるほか、それ以降に空いた時間では、台帳整理や職員との連絡調整業務などを行

っている。 

 

 

第５款 労働費 

 質疑なし 
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第６款 農林業費 

第１項 農林業費 

 第１目 農業委員会費 

  問 本市の農地面積が２００ha を割ってきている現状において、農業委員会の運営

について、２８年度中にどのような検討を加えたか伺いたい。 

  答 当年度は改正農業委員会法が４月１日から施行され、これには遊休農地の解消等

が趣旨として掲げられていることから、年度の後半にかけてはこれに対する農業委

員会の活動強化を検討し、現場活動を中心とする動きに変えることとした。今年度

についても、それを引き継いだ形で運用している。 

 

  問 本市では耕作放棄地が増加してきているように見受けられる。農業委員会の活動

だけでなく、市の産業振興担当との連携により、その解消や農業振興を図る必要が

あると考えるが、市の見解を伺いたい。 

  答 農業委員会としては、従来から市の担当と連携を図りながら活動してきた経過が

ある。しかし一方で、市の施策と委員会の実情が合致しない面もあったことから、

新制度による体制の整備を機に、市民ファーマー制度のさらなる推奨など、今後は

より良い関係を構築し、市の施策を支援していきたい。 

  答 市の農業振興担当としては、耕作放棄地対策が進んでいるとは言えないと認識し

ているが、農業委員会で新たな体制が整うのを機に、より連携を深めて対策を講じ

ていきたい。 

 

 

第７款 商工費 

第１項 商工費 

 第１目 商工振興費 

  問 女性起業塾開催に係る業務委託料として９１万４１３５円が計上されているが、

財源には国、県の補助金が含まれているのか。また、受講後の起業状況について伺

いたい。 

  答 起業塾の財源には国、県からの補助金は含まれていない。また、受講者１名が起

業し商工会に入会したと聞き及んではいるが、どの程度の人が起業したのか実態を

把握できていない。１期生が２名今年度も受講しているので、こうしたニーズがあ

る限りは継続していきたい。 
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 第２目 消費生活対策費 

  問 消費生活相談に来られた方に対して、生活保護や生活困窮者自立支援制度を紹介

した実績はあるのか。 

  答 相談を実施していく上では、生活支援室などの福祉部門をはじめとして、さまざ

まな部署と連携を図っているところである。当年度では、生活支援室へつないだ例

が３６件あった。 

 

 第３目 観光費 

  問 成果報告書によると、当年度はおもろ能の観客席数が８００席に対して観客数が

４１４人と、残席が生じている。約４万人を集客する源氏祭りの事業費が約５００

万円であるのに対し、おもろ能が約３２６万円であることを考慮すると、改善の余

地はあると考えるが、いかがか。   

答 芸術分野は、一概に数字で効果を計れるものではなく、おもろ能は、世界的芸術

家の作品である石舞台で２０年以上にわたり幽玄の世界が繰り広げられているこ

とに意義がある。しかし、事実として空席が生じており、今後はミニコミ誌やＳＮ

Ｓ等も駆使してさらなるＰＲに努めたい。 

 

 

第８款 土木費 

第１項 土木管理費 

第１目 土木総務費 

 問 ダリヤ育成事業補助金として６３９万円が計上されているが、地元組織は同補助

金を活用し、具体的にどのような業務を行っているのか。また、指定管理者による

運営はできないか、伺いたい。 

 答 ダリヤ園は地元住民が黒成会という団体を組織して運営しており、補助金は人件

費等の経費に充てられている。また、同園は黒川地域のものであり、市が開設して

いるものではないため、指定管理者による運営はなじまないと考える。 

 

問 市は、市立川西病院利用者及び沿線住民のための路線確保策として、バス事業者

に対し２７７９万８５１５円を補助している。当該路線の一部では山岳料金が適用

されているが、新名神高速道路開通を見据え、料金設定について事業者と協議した

経過はあるのか。 

答 事業者とは、県道川西インター線等、市内に新しく交通網ができる過程でさまざ

まに情報交換を行っているが、現段階では正確な情報を共有することに留まってお
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り、料金についての協議までは踏み込めていない。 

 

第２目 交通安全対策費 

  問 当年度における安全灯の設置数は１５３基で、近年としては多くなっているが、

市民の安全を守るため、十分に設置できたという認識でよいか。 

  答 安全灯については、道路の通行のために所定の明るさを確保するという観点に加

えて、近年では防犯のための設置要望が多くある。１基設置すると他の場所が暗く

見え、さらに要望されるということがあるため、十分に設置できたかどうか判断が

難しいが、担当課として一定の水準は確保できたと考えている。 

 

第２項 道路橋りょう費 

第１目 道路橋りょう総務費 

  問 違反広告物の除去作業についてはボランティア団体の協力を得ているとのこと

だが、参加者数など活動状況について伺いたい。 

 答 ボランティア団体には平成１７年１２月から活動していただいており、現在は６

団体、３６名に協力していただいている。広報誌「みらいふ」に掲載している毎月

最終金曜日の一斉撤去への協力のほか、毎週のように地道に活動していただいてい

る。 

 

  問 市道認定の実延長は当年度で４９万７７４７ｍに及んでいるが、耐用年数が過ぎ

た道路については計画的に更新しているのか。限られた財源下では、実態を把握し

た上で予算措置する必要があると思うが、市の見解を伺いたい。 

  答 現在のところ、耐用年数を経過した延長は把握していないため、修繕計画も策定

できていない状況にあり、傷んだ箇所のみを補修している現状である。補助金獲得

も視野に、計画的に修繕していく必要性については認識しており、今後検討してい

きたい。 

  答 現在は、橋梁など他の事業を優先して実施しており、道路面の補修が追い付いて

いない現状は認識している。計画を策定するのは比較的容易だが、どの程度調査費

用をかけるのかも考慮する必要があるため、ゼロベースで検討したい。 

 

第２目 道路維持費 

  問 点字ブロック（視覚障害者誘導用ブロック）の設置基準について伺いたい。 

 答 一般的には、街渠
がいきょ

の端から３０cm、構造物から３０ないし６０cm 離すといった

条件のほか、横断歩道では幅に合わせて敷設し、向きがわかるよう形はＴ字にする
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というような細かい技術的基準があり、これに基づき整備している。色は原則とし

て黄色が基準となっている。 

 

第３目 道路新設改良費 

  問 市道２２号の道路改良に係る設計測量等委託料として７８４万９４４０円を支

出しているが、この改良事業は、川西市南部地域整備実施計画と密接に関わりがあ

る。改良の詳細のほか、部署間の連動について伺いたい。 

  答 市道２２号は久代６丁目の大規模マンション前から西へ県道尼崎池田線を越え、

同５丁目の摂代地区に至る路線であり、当年度は５丁目側の区間の詳細設計を行っ

たものである。 

    この改良は、南部地域整備実施計画に基づく事業であるので、当然部署間で連動

しており、整備の際は空港担当と調整しながら進めていく。 

 

第３項 都市計画費 

 第１目 都市計画総務費 

  問 本市では、川西市開発行為等指導要綱に基づき開発指導を行ってきたが、隣接す

る宝塚市では条例化しており、自治会や住民の開発行為に対する意識が高いように

感じられる。本市においても住民の自治意識を高め、より良いまちづくりを展開す

るため、現在の要綱を条例化する考えはないか、伺いたい。 

  答 現時点では要綱による指導が妥当と考えているが、宝塚市や西宮市の条例や、全

国的な取り扱いを調べてみたところ、条例化の可能性もゼロではないと思い至っ

た。要綱と条例それぞれにメリット・デメリットがあるため、これらを勘案しつつ

取り扱いを検討していきたい。 

 

 第３目 再開発事業費 

  問 ２０８万８５０３円の決算額となっている再開発総務管理事業では、駅東地区第

２工区整備事業の推進のための経費が計上され、この他にも別途人件費を要してい

るが、長期にわたる再開発事業に対して支出が固定化する懸念がある。支出の妥当

性について伺いたい。 

答 川西能勢口駅付近連続立体交差事業により中心市街地であった駅東地区の活性

化が大きく損なわれたほか、居住環境の悪化やインフラの未整備等が課題となって

いた。しかし、近年は阪急電鉄高架以北に関しては概ね調整が完了してきており、

２９年度予算から削減できている経費もある。駅南の地区については、今後も粘り

強く調整を進めたい。 
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 第５目 公園緑地費 

  問 決算成果報告書において「新たな公園の活用策」「特色ある公園」という文言が

見受けられるが、これらに対する取り組みについて伺いたい。 

  答 従来の公園は、行政が遊具の検討及び設置を行った上で地域住民に使ってもらう

というのが基本的な考え方であったが、近年は地域によって高齢化率や子育て世帯

数に差異が生じるなど一律かつ平均的な公園は時代にそぐわなくなってきている

ため、これからはできるだけ地域の声を反映し、愛着を持ってもらえる公園となる

よう努めていきたい。 

 

  問 公園協力報奨金により、公園の維持管理を地域に委託しているが、業務内容につ

いて伺いたい。 

  答 業務内容は、除草、低木の剪定、周辺のごみ拾いであり、２８年度は１０団体に

対して６１公園の管理を委託しているが、高齢化により剪定等が困難な団体も散見

されるため、何らかの形でお手伝いいただけるような方策を今後は考える必要があ

る。 

 

第４項 都市環境費 

 第１目 空港周辺整備費 

  問 川西市南部地域整備実施計画に基づく事業のうち、決算成果報告書に記載がある

事業の進捗状況について伺いたい。 

 答 ２８年度に経費を投じた事業としては、暫定緑地における測量委託等の実施及び

摂代会児童遊園地の整備のための敷地購入を実施した。同計画では３４事業を掲げ

ており、それらのうち、現時点で摂代会児童遊園地については整備が完了した状況

となっている。 

 

第２目 騒音対策共同利用施設管理費 

 問 廃止に向け具体的な検討を進める予定である中国自動車道以北の共同利用施設

については、成果報告書によると現在も多くの市民に利用されており、騒音対策区

域外というだけで一律に廃止する方針は再考すべきと考えるが、市の見解について

伺いたい。 

  答 共同利用施設の利用状況については確かに南北で差異がない状況であるが、当該

施設は航空機騒音対策の一環で整備されたものであり、今回、公共施設等総合管理

計画で廃止の方向性を掲げたのは、騒音対策の役割は一定終えたという市の判断で

ある。このため、用途の変更や廃止といった観点で個別施設計画を策定していく考
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えである。 

 

第５項 住宅費 

 第２目 住宅管理費 

  問 一部の棟でアスベストが使用されていた花屋敷団地について、市が市民に提供し

た住宅という点に鑑みると、市が責任を持って住民の健康被害に対し、配慮すべき

であると考えるが、どうか。 

  答 市では、ホームページで市営住宅でのアスベストの使用状況を公開しており、ア

スベスト工事後のフォローといった面について相談窓口を設置している。健康問題

に関しては県の健康福祉事務所（伊丹）が相談窓口となっているが、健康に不安が

ある人に対しては県市で１／２ずつ費用を負担して健診事業を実施しており、本市

では保健センターが受け付けている。このほか、発病が確認された人には国の救済

制度をご案内しており、こうした制度を丁寧に説明し、市として対応していきたい。 

 

  問 決算成果報告書によると住宅使用料の収納率が年々向上しているが、弁護士に業

務委託している滞納対策について詳細を伺いたい。 

  答 市で対応しかねる悪質な滞納者について弁護士へ徴収を委託しており、２８年度

の実績は新規案件６件を含む３９件で、うち１７件について示談書を締結し、さら

にそのうち４件を明け渡していただいた。このほか、法的手続として訴訟を３件提

訴し、うち１件に対し強制執行を行った。 

 

 

第９款 消防費  

第１項 消防費 

 第５目 災害対策費 

  問 行政防災無線については、高低差がある地形によりどうしても聞き取りにくい地

域があるが、その補完のために個別受信機を各自治会長の自宅等に設置するとして

いた取り組みは、２８年度中に完了したのか。 

  答 ２８年４月からの防災行政無線の運用に合わせて各自治会長に依頼を開始し、同

意いただいたところから設置させてもらいつつ、自治会長が交代したところにもお

願いしている状況であるが、現時点で全自治会長宅にはまだ設置できていない。 

 

  問 災害時の非常用食糧や救援物資を各避難場所等で少量ずつ備蓄することについ

て、２８年度に市として検討したか。 
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  答 備蓄の分散化については、昨年発生した熊本地震において、交通網が途絶え、物

資が届かないといった状況が生じたことを教訓として、本市としても拠点避難場所

と想定されている小学校で非常用食糧を保管できないか検討している。地域の方々

にはそれらを利用して避難所を開設していただけるような体制づくりに努めてい

きたい。 

 

 

第１０款 教育費 

第１項 教育振興費 

 第１目 教育総務費 

  問 国では、地方交付税算定にトップランナー方式を導入しており、その対象業務の

一つに「学校用務員事務の民間委託化」がある。本市の校務員の人件費と基準財政

需要額の経費水準には大きく乖離が見られるが、民間委託を検討した経過はあるの

か伺いたい。 

  答 定数や人事に大きく関わる事項であり、直ちに委託化は難しい面がある。本市の

実態を見ながら、基準財政需要額に近い形に持っていきたいという考えはあるが、

これには、ある程度の時間が必要である。 

 

 第２目 教育振興費 

  問 当年度は校務支援システムを導入しているが、その後、課題が生じていないか伺

いたい。 

  答 子どもと触れ合う時間の確保や教職員の勤務時間適正化のため導入したもので

あり、慣れればこれまでの半分以下の時間で校務を処理できる、非常に有効なシス

テムである。現在は各校で順次校内研修を実施しており、特段大きな課題は生じて

いないが、細かい点については一つ一つ確認している状況である。 

 

 第３目 学校教育推進費 

  問 連合体育大会は、母校意識や責任感の醸成をはじめ色々な面で教育的効果が非常

に高いが、２８年度で終了している。その理由のほか、総括の仕方について伺いた

い。 

  答 連合体育大会の主な目的は学校間交流と教員の指導力向上だが、６０回を経て学

校を取り巻く環境が変化しているほか、次期学習指導要領改訂、組体操の安全性に

関する問題の顕在化等を総合的に判断し、終了したものである。同大会が６０年間

積み重ねた歴史と成果は重大であると認識しており、こうしたことを踏まえて、今
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後の事業展開につなげていきたい。 

 

  問 教育相談センター等の建物借上料２２９３万２４３２円、適応教室セオリアの建

物借上料４５２万８８３６円について、パルティ川西との契約期間のほか、賃料の

妥当性や、今後も契約を継続するのかどうか伺いたい。 

  答 契約は平成２７年４月から３０年３月の３年間である。川西能勢口駅に近く利便

性が高いので、今後も現状のまま事業を継続していきたい。 

  答 当該契約における平米単価については、本市が借りている部屋と一般の部屋の単

価をそれぞれ算出して比較し、概ね平均値であることを確認している。 

 

  問 生徒指導支援事業でスクールソーシャルワーカー（以下、ＳＳＷ）の臨時傭人料

として８２万７７５０円を支出しているが、いじめ等への対応状況について伺いた

い。 

  答 当年度は２中学校にＳＳＷを配置し、相談件数は２３８件、純相談者数は２８人

であるが、今後の活用策についてはまだまだ研究の余地がある。また、未配置の学

校もあるため、その配置について検討していきたい。 

 

  問 北陵小・けやき坂小学校区で公共交通機関を利用して通学する中学生は、東谷中

学校でバス７２人・電車２４２人、清和台中学校でバス４２人にものぼるが、市は、

通学距離が国の定める基準内であることを理由に助成していない。教育の機会均等

や税負担の公平性等に鑑みると、問題があると考えるが、現在の状況を市はどう考

えているか。 

  答 基準である概ね６ｋｍ以内であるので、今のところ積極的に助成する考えは持っ

ていない。指摘の点については一定理解するところであるが、法令上の基準内であ

る以上、助成の対象外とせざるを得ないと判断し、現状の対応となっている。 

  答 教育委員会事務局として各家庭の経済的・時間的負担は十分認識しているが、限

られた財源や他の校区との整合性、その他の教育課題を考慮すると、現時点では国

基準での対応にとどまっている状況である。 

 

第２項 小学校費 

第１目 学校運営費 

 問 久代小学校用地の土地借上料２０１７万７６８６円について、長年賃借している

経過を伺いたい。また、恒久的に使用するのであれば取得を検討すべきだと考える

が、どうか。 
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 答 元々無償で借りていたようだが、地代家賃統制令により昭和３７年に有償化し、

以来、賃貸契約を続けている。取得について検討した経過は確認できないが、昭和

３７年から４６年にかけて一部用地を購入しているところを見ると、当初の計画で

は全て購入予定だったのではと推測できる。 

 答 土地の所有者が個人ではなく宗教法人の代表者で、３年程度で交代するため、売

却の意思決定が難しい事情が先方にはあるようである。未来永劫学校用地として必

要であるため、できれば取得したいという思いはあるが、現状では極力賃料を抑え

て毎年借り上げる努力をしているのが実情である。 

 

 問 器具購入費１４万６８８０円により貸出用ＡＥＤを購入しているが、小学校での

設置は完了したのか。また、すぐに使用できるよう体育館や運動場に近いところに

も設置すべきと考えるが、対応は進んでいるのか伺いたい。 

 答 ２８年度では、貸出用として心臓病の児童生徒がいる学校に追加して設置するた

め、予算が許す範囲で緊急的に３台を購入したものであるが、ＡＥＤ設置に関して

は今年度までに全校で完了している。各校複数台の設置が望ましいとは思うが、現

状は職員室や保健室に設置しており、まずは校内での設置場所を周知徹底するよう

各校にお願いしている。 

 

第３項 中学校費 

 第２目 学校給食費 

  問 中学給食については、自校調理方式検討のための経費２４０万円を３月補正で減

額しているが、経過について再確認したい。 

  答 中学校１校を自校調理方式のモデル校とすべく、給食室の設計委託料を当初予算

で計上していたが、検討の結果、一斉かつ早期に中学校給食を実施することが望ま

しいとの考え方に至り、センター方式の実現可能性を探るため減額した。中学校給

食推進基本方針では自校調理以外の方式を排除していたわけではなく、方針策定後

に候補地が久代３丁目で見つかったため、これを起点にセンター方式での実現可能

性調査を進めるものである。 

  

第３目 学校保健費 

 問 成果報告書によると、内科検診における中学生の有所見者率は６２．８％であり、

小学生の４９．４％よりも高いが、要因は何か。小学生から所見が見受けられなが

ら、改善できていないということはないか。 

  答 内科的疾患は、アトピー性皮膚炎、アレルギー疾患、肥満傾向、栄養状態が多く
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を占めており、成長期によりこれらが顕著になるのではないかと推測しているが、

指摘のとおり小学生から改善できていないということも考えられる。小学４年生で

は生活習慣病検査も実施しているので、これらを活用して有所見者率を低減してい

きたい。 

 

第７項 生涯学習費 

 第２目 生涯学習推進費 

  問 生涯学習短期大学（レフネック）は、非常に高質な内容でありながら受講料１万

５０００円であるが、これをどう判断しているのか市の見解を伺いたい。また、受

講者がここで学んだ知識等を地域に還元する動きはあるか。 

  答 一般の大学の社会人講座等に比べると非常に安価であり、市民に開かれた大学と

いう趣旨において妥当と考えている。地域への還元は課題の一つであり、アンケー

ト調査では何らかの貢献をしたいという人が多いことは確認できているため、受講

後の活動に対しても何らかの支援が必要と考えている。 

 

 第３目 文化財費 

問 成果報告書によると、加茂遺跡で開催されたスタンプラリーの参加者数が３年目

である当年度が一番少ないが、どう評価しているのか。また、市が推進しているシ

ティプロモーションで積極的に加茂遺跡をＰＲしていくべきと考えるが、見解を伺

いたい。 

  答 スタンプラリーは３年目で新鮮味が薄れたのかもしれないが、当年度は地元の加

茂遺跡クラブが参加し、弥生時代の衣装を作成して子どもに着せる等の新たな取り

組みもしていただいており、関係者間では今後の展開について検討中である。ＰＲ

については確かに不十分であったことから、今後は観光担当や魅力創造担当と連携

し、改めて加茂遺跡の情報発信について考えてみたい。 

  

 第５目 公民館費 

  問 現在、中央公民館で開催している高齢者大学（りんどう学園）では、受講者が学

んだことを地域で生かす活動は見受けられるか。また、３０年度からレフネックと

同じアステ市民プラザへ移転するが、連携はあり得るか、伺いたい。 

  答 過去から卒業者が自主グループを作って学習を継続し、市民向けの講座や講演会

を開催する例がある。アステ市民プラザへの移転後は、場所が広くなるため定員に

ついて見直しが必要なほか、レフネックと連携する可能性も視野に移転後の活動に

ついて検討したい。 
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３．特記事項 

議案質疑資料あり 

 

４．審査結果 

原案認定（賛成多数） 

 

 第６目 図書館費 

  問 議案質疑によると、２８年度の図書館カード登録者数１５万３５２７人に対し、

当年度中に１回でも貸出手続きをした有効登録者数は１万９７０４人であるが、こ

の数字をどう見るか。 

  答 リピーターとして来館する人は十分サービスを享受できている一方で、そうでな

い人が多いことも今回資料を作成する過程で強く認識した。「利用者」の考え方と

して、貸出につなげるというところでは、効登録者数が大事な数字であり、他市の

例も参考にしながら、システム更新時期も見据えて精査していきたい。 

 

 

第１１款 災害復旧費 

 質疑なし 

 

 

第１２款 公債費 

質疑なし 

 

 

第１３款 予備費 

 質疑なし 

 


